
掲示第２１号 

 

指定保税地域の追加指定及び一部取消しに関する公告 

 

関税法第３７条第５項の規定に基づき、舞鶴港指定保税地域について、下記のとおり追

加指定及び一部取消しを行ったので、同条第４項の規定により公告する。 

 

平成３０年５月８日 

 

 

大阪税関長  高 木  隆 

 

 

 

記 

 

(１) 指定保税地域の追加指定の対象 

土地 

【舞鶴国際ふ頭】 

所在地：京都府舞鶴市字下安久（舞鶴国際ふ頭） 

面 積：３８，１５３.００平方メートル 

地 域：舞鶴市字下安久地内にある舞鶴国際ふ頭西端を基点として、舞鶴国際

ふ頭接水線に沿って北東の方向に３１５．１０メートルの地点をＡと

して、同点から接水線に沿って北東の方向に９６．４６メートルの地

点をＢとし、同点から直角に接水線に沿って南東の方向に６．１０メ

ートルの地点Ｃ、同点から直角に接水線に沿って南西の方向に３１．

８０メートルの地点Ｄ、同点から直角に接水線に沿って南東の方向に

６９．９０メートルの地点Ｅ、同点から直角に接水線に沿って北東の

方向に２８．２６メートルの地点Ｆ、同点から接水線に沿って東の方

向に４．２４メートルの地点Ｇ、同点から接水線に沿って北東の方向

に１５２．７７メートルの地点Ｈ、同点から直角に南東の方向に１１

９．６３メートルの地点Ｉ、同点から直角に接水線に平行に南西の方

向に２５４．５４メートルの地点Ｊ、同点から西の方向に１４．０６

メートルの地点Ｋ、同点から北西の方向に７．５９メートルの地点Ｌ、

同点から北西の方向に１４３．５７メートルの地点Ｍ、同点から直角

に北東の方向に１６．０１メートルの地点Ｎ、同点から直角に北西の

方向に３１．１０メートルの地点Ｏ、同点から直角に北東に３．８４

メートルの地点Ｐ、同点及び起点Ａを順次結んだ線によって囲まれた

土地３８，１５３．００平方メートル。 

 

 

 



建設物 

【舞鶴国際ふ頭】 

名 称：京都府上屋 

所在地：京都府舞鶴市字下安久 舞鶴国際ふ頭内 

構 造：鉄骨造平屋建 

面 積：２，５６０.００平方メートル 

 

【第２ふ頭】 

名 称：コンテナフレートステーション 

所在地：京都府舞鶴市字松陰 舞鶴港第２ふ頭内 

構 造：鉄骨造平屋建 

面 積：１，８６４.１５平方メートル 

 

(２) 指定保税地域の一部取消しの対象 

土地 

 【第４埠頭】 

     所在地：京都府舞鶴市字喜多 

     面 積：３，３７３.６５平方メートル 

     地 域：舞鶴市字喜多第４埠頭岸壁北側護岸線（以下この項において「基

線」という。）の東端を起点とし、同点から基線に対し直角に南

の方向へ引いた線上１７．９０メートルの地点、同点から基線に

平行して西の方向へ引いた線上３０メートルの地点を起点Ａと

し、同点から基線に平行して更に西の方向へ引いた線上４４．６

０メートルの地点Ｂ、同点から第４埠頭上屋敷と港湾道路の境界

線に沿って南の方向へ引いた線上７６．５０メートルの地点Ｃ、

同点から基線に平行して東の方向へ引いた線上４３．６０メート

ルの地点Ｄと起点Ａとを順次結んだ線によって囲まれた土地３，

３７３．６５平方メートル。 

 

    建設物 

【第２埠頭】 

     名 称：コンテナフレートステーション 

     所在地：舞鶴市字松陰小字島崎 

     構 造：鉄骨造平屋建 

     面 積：１，８４８.００平方メートル 

      

【第４埠頭】 

     名 称：第４埠頭府営上屋 

     所在地：舞鶴市字喜多第４埠頭府有地内 

     構 造：鋼管造アルミ製長尺かわら葺平屋建 

     面 積：３，０４０.００平方メートル 

 

 (３)追加指定及び一部取消し年月日：平成３０年５月１０日 


